
同意書 

 

 

在ボストン日本国総領事殿 

 

 

私は、遠隔地の在留邦人を対象とした郵送による一般旅券発給申請（仮 

受付）に際して、以下で選択する一日総領事館で旅券を受け取らない場合

は、当該申請を自ら取り下げ（辞退）したものとして処理されることに同

意します。 

 

[注 ： 該 当 す る 一 日 総 領 事 館 に つ い て☑] 

□  メイン州ポートランドでの一日総領事館(6月 3日 *) 

□  マサチューセッツ州アムハースト(近郊)での一日総領事館(6月 10日 *) 

□  コネチカット州ハートフォード(近郊)での一日総領事館(10月 21日 *) 

（ *旅 券 を 受 け 取 り 可 能 な 時 間 帯 は 、 総 領 事 館 が 別 途 案 内 す る そ れ ぞ れ の 一 日 総 領 事  

館 の 実 施 時 間 帯 と な る 。 ）  

 

 

平成２９年   月    日  

 

申請者氏名：             

 

申請者署名：             

 

住所：                

 

                        

 

                        


